
	児童クラブ名

	


様式第１号（第７条関係）
放課後児童健全育成事業（児童クラブ）利用申込書兼児童台帳
	ふりがな
	　
	申込区分

	児童名
	　
	１　春休み　(Ｒ８年３月１８日～)

	
	
	２　放課後

３　夏休み

４　冬休み

	性別・学年
	男  ・  女
	(新)　　年生
	

	生年月日
	年　　　　月　　  日生
	

	利用希望年月日
	　　　　　　年　　　　月　　　　日から

	保護者氏名
	　

	住所
	みやき町大字　　　　　　　　　番地　　                  （地区名　　   　　）

　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　   　―

	保護者の
勤務先等
	父親の緊急連絡先

携帯等 (  　 )-(  　　 )-(       )
	母親の緊急連絡先

携帯等 (      )-(  　     )-(  　     )

	
	勤務先名称　　　　　　　　  
電話　　　  （　　　）
	勤務先名称　　　　　　　 　 
電話　　　  （　　　）

	上記以外の
連絡先
	続柄[　　　]

氏名[　　　　　　　]の

緊急連絡先

携帯等 (     )-(       )-(       )
	続柄[　　　]
氏名[　　　　　　]の

緊急連絡先

携帯等 (     )-(         )-(         )

	家族構成
（現に同居している世帯員全てを記入）
	家族氏名
	続柄
	年齢
	職業・

(現)学年
	留守の区分(該当に○)

(証する添付資料が必要)

	
	
	
	
	
	家庭外
労働
	通院

通所
	親の

疾病
	病人

看護

	
	　
	　
	　
	
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	
	
	
	
	

	備考
	　

	※町記入欄

利用判定
	可・不可
	添　付
	就業
	入・通
	保険料


　裏面の注意事項に留意しながら、上記記載内容に基づいて放課後児童クラブの利用を申し込みます。
令和　　年　　　月　　　日
保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　印
※　お預かりした個人情報は、当該事業の適正な運営のためにのみ使い、ご本人の承諾なしに第三者に提供することはありません。
　申込期限　　　令和7年11月28日（金）　
（裏）

利用申込に際しての注意事項
この利用申込書は、保護者が「申込書等記入時の注意事項（別紙）」を参照のうえ記入し、同一世帯員の就労証明書等、他の添付書類と一緒に申込期限がある場合は期限厳守でみやき町役場に提出してください。申込期限後の受付分は審査が遅れ、申込者が定数を超える場合は待機になる場合もあります。（添付書類が不足する場合は受付が出来ません。）
１．申込期限内に受付けた申込分から審査後、利用許可を行ないます。

２．利用時に加入していただく傷害保険の保険料は、審査後納入時期を連絡します。
３．児童クラブを利用できる基準は、次の表に掲げるような場合で、基本的には両親及び同居している親族等（当該児童の兄弟姉妹及び叔(伯)父・叔(伯)母を除く。）の全てが労働等で在宅していない場合に限られます。

４．児童クラブの利用審査時には、

　・クラブを利用できる基準に該当しないために利用が認められない場合

・希望者が多数いるためクラブを利用できない場合(下級生を優先する)
・保護者等の勤務・通院の内容により利用の優先順位が落ち利用できない場合
・みやき町放課後児童健全育成事業実施要綱及びみやき町放課後児童健全育成事業負担金徴収条例に抵触するため利用が認められない場合等がありますから、あらかじめご承知
	児童クラブを利用できる基準

児童クラブを利用できる児童は、両親及び同居している親族等（当該児童の兄弟姉妹及び叔(伯)父・叔(伯)母を除く。）の全てが、次のいずれかの事情にある場合です。

　(１)（家庭外労働）　　家庭の外で仕事をすることで、家を留守にする場合

　(２)（通院・通所）　　疾病等により病院への通院・施設への通所等により、家を留守にする場合

　(３)（親の疾病等）　　児童の親が疾病または心身に障害等があり、長時間の保育を行なうことが親または児童の心身を害する恐れがある場合

　(４)（病人の看護等）　その児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障害等のある人があるため、同居親族がいつも通院等に付き添うため家を留守にする場合

（５）(母の出産)　　　　産前産後２か月であること。　育児休暇中はご利用できません。
　※（１）（２）（４）については、原則として１週間（月曜から金曜日の間）の内３日以上かつ１日（午前８時から午後６時）の内５時間以上、家を留守にする場合を対象とする。

ただし、放課後のみ利用される場合は、帰宅時間が１５時以降（新１年生は１４時以降）であれば５時間以上留守である必要はありません。

　また、（２）及び（４）については、通院等の時間帯が午後の場合、特殊な治療等により通院の時間帯を午前中にずらすことができない場合以外は留守の度合いは低くなり、優先順位が落ちます。
※　問い合わせ先　　子育て福祉課（ＴＥＬ　０９４２－９４－５７２４）




ください。
令和８年度











受　付








１４

